
日頃より区政にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

北小岩一丁目東部地区の土地区画整理事業では、関係する皆さまのご協力のもと、

換地計画の個別説明及び縦覧が終了し、現在、換地処分公告に向けた手続きを進めて

おります。 

この度、個別説明会や縦覧で説明した内容を「換地処分通知」として、配達証明郵便で

６月末に皆さまに送付させていただきます。 

 皆さまの土地の権利に関わる通知になりますので、必ずお受け取りいただき、現在お持ち

の登記済証(権利証)とあわせて大切に保管してくださいますようお願いいたします。 
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換地処分通知を発送いたします 

皆さまに送付させていただくもの(換地処分通知) 

①通知文 

②各筆各権利別清算金明細書 

皆さまの区画整理前後の土地の権利および清算金の金額について記載をしております。 

③案内図 

皆さまの新しい土地の位置を記した図面になります。 

④換地明細図 

皆さまの新しい土地の形状、辺⾧および新しい地番を記した図面になります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■権利の変更があった方は届出をお願いいたします■ 
 

  土地の所有権移転（土地の売買や権利者の死亡による相続等）や氏名・住所の
変更等があった場合は、まちづくり事務所までご連絡ください。 

権利者の皆さまを対象に換地処分を行うために、ご協力をお願いいたします。 
 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により、スケジュールに変更が生じることがございます。 

＜お問い合わせ先＞※電話での問い合わせは平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。 
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●施行後の土地の地番等及び清算金について権利者の皆さまへ

説明をさせていただきました。(令和２年１月 29 日～２月１日) 

●換地計画を 2 週間縦覧しました。(令和２年２月４日～17 日) 

●諸手続きを経て、換地計画を決定しました。 

●換地計画の内容(清算金明細書、換地図等)を、各権利者の

皆さまに配達証明郵便で通知します。 

●東京都公報で換地処分の公告を行います。 

●登記の書き替えが完了しますと、権利者の皆さま全員に 

お知らせします。 

●清算金の徴収・交付を実施します。 

●土地と建物の登記を江戸川区が嘱託して書き替えます。 

書き替え期間中は、一般の登記事務はできません。 

●「清算金等金額通知書」を送付します。 

換地処分通知の送付 

土 地 建 物 登 記 完 了 

清 算 金 額 の 通 知 

土 地 建 物 登 記 開 始 

換 地 処 分 の 公 告 

清算金の徴収・交付 

換 地 計 画 の 決 定  済 

個 別 説 明 会  済 

換 地 計 画 の 縦 覧  済 
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